
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

長野県の美しい伝統的工芸品を未来につなぐ条例 第８条に基づき、長野県知事指 

定伝統的工芸品の新規指定候補となる工芸品を募集します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集期間 

令和６年 11 月 29 日（金）から令和 7 年 4 月 28 日（月）まで 
 

指定要件 

次の全てに該当するものであること 

・主として日常の生活の用に供されるものであること 

・その製造過程の主要部分が手工業的であること 

・伝統的※な技術又は技法により製造されているものであること 

・伝統的※に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造される 

ものであること 

※「伝統的」とは、概ね 50 年以上の歴史を有していること 

 

必要書類等 

別紙参照 ※様式の取得を含め、事前に最寄りの地域振興局へご相談ください 

  

応募先及び問い合わせ先 

 事業所の所在地を所管する地域振興局商工観光課（別紙参照） 

 

その他 

  準備が整った案件から、直近に開催（年１回 夏頃予定）される長野県伝統的

工芸品産業振興審議会にて意見聴取を行います 

長野県（産業労働部）プレスリリース 令和６年（2024 年）11 月 29 日 

 

長野県知事指定伝統的工芸品の新規指定候補となる

工芸品を募集します 

（問合せ先） 

担 当 産業労働部 産業技術課 
保安・伝統産業係 永原、杉山 

電 話 026-235-7133（直通） 
メール sangi@pref.nagano.lg.jp 

mailto:sangi@pref.nagano.lg.jp

